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Ⅰ．要約 

レセプトデータ等を用いた、長寿化を踏まえた医療費の構造の変化に影響を及ぼす要因分

析等のための研究（傷病構造及びサービス提供体制が医療費構造に及ぼす影響の分析） 

 

研究代表者 松田晋哉 産業医科大学 医学部 公衆衛生学 教授 

研究分担者 村松圭司 産業医科大学 医学部 公衆衛生学 准教授 

研究分担者 劉 寧 産業医科大学 医学部 公衆衛生学 助教 

研究分担者 得津 慶 産業医科大学 医学部 公衆衛生学 助教 

研究分担者 松垣 竜太郎 産業医科大学産業生態科学研究所 作業病態学 助教 

研究分担者 藤本賢治 産業医科大学 産業保健データサイエンスセンター 助教 

 

【研究要旨】 

A． 研究目的： 本研究では初年度の検討結果を踏まえて厚生労働省から提供された所

得情報付医科レセプトを用いて、所得が医療介護サービスの利用に及ぼす影響の

分析し、また将来の傷病構造と入院医療費を推計するシミュレーションツールを開発

することを目的とした。 

B． 資料及び方法：  

厚生労働省から提供を受けた所得情報付き医科レセプトを用いて都道府県別に入院医療

費に影響する要因についてモデル構築を行った。具体的には都道府県別にデータの半数

を学習用データとして用い、残りの半数のデータを検証用として、Neural net、Linear-

AS、線形回帰、一般化線形モデルなど 14 のモデルを用いて推計を行った。用いた変数

は性別、年齢階級（75-79 歳、80-84 歳、85-89 歳、90-94 歳、95 歳以上）、122 に分類

された主傷病それぞれの有無である。推計結果を人口推計に掛け合わせ、入院医療費を

推計するツールを Excel で作成した。 

また、所得と医療費との関係について分析を行った。 

C. 結果 

 機械学習を行った結果、47都道府県すべてで一般化線形モデルでシミュレーションモデル

を作成することが妥当であるとの結果となった（学習データと検証データとの相関がいずれも

0.8以上）。ツールはMS-EXCELのマクロ機能を用いて47都道府県別に県レベル、市町村レベ

ルで推計できる仕様とした。シミュレーションを行った結果、いずれの地域でも骨折が入院医

療費に与える影響が大きく、その対策が重要であると考えられた。ある県のデータを用い

て、所得区分（１０階級）別医療費と自己負担割合の分析を行った結果では、所得がも

っとも高い群でのみ全医療費に対する自己負担額が１０％となっていた。また、全収入

と医療費との関係を見ると、所得区分で上位２区分のみ医療費が全収入の範囲に収まっ

ていた。 
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D. 考察 

本研究では、厚生労働省から提供された2020年度の所得情報付きレセプトデータを用

いて、都道府県及び市町村の担当者が、高齢者の入院医療費を推計するシミュレーショ

ンツールを作成した。このツールはEXCELのマクロ機能を用いて作成しているため、特

別なICT環境を必要とせず、簡便に用いることができる。都道府県医療費適正化計画に

関しては、機能分化や連携、あるいは在宅医療を進めることで、在院日数の短縮を行う

ことが、実際的である。傷病別にシミュレーションを行うことで、医療計画における5

疾病5事業との関係が明確になり、具体的な議論が可能になると考える。 

また、47 都道府県の多くで、最も医療費へのインパクトが大きい傷病は骨折であった。

現在の特定健診・特定保健指導では、多くの地域でその受診者が 60 歳以上であるこ

と、そして、性別では女性の割合が高いことが明らかとなっている。メタボリックシ

ンドローム予防の対象集団としては、必ずしも適切ではないが、ロコモティブシンド

ローム及びそれに起因する骨折等の予防に関しては、最重要のターゲット集団が受診

していると言える。したがって、本シミュレーションツールを用いて、各地域の関係

団体を協議し、特定健診にロコモ健診をリンクさせ、フレイル予防や骨折予防につな

げていくことが、住民の QOL の維持向上と、医療介護給付費の抑制につながると考え

られる。 

また、高齢者の医療費ついて、収入および自己負担額との関係について検証を行った

結果では、総収入の区分が10区分で最上位の群しか10％以上の自己負担をしておらず、

また上位2区分のみ医療費総額が収入の範囲内に収まっていた。世代間の公平性を担保

しながら、社会連帯を基本とする我が国の社会保険制度を持続可能なものにするため

に、医療費を含めた社会保障の負担の在り方に関する国民的議論が必要であると考え

られた。 

E. 結論 

医療保険レセプト及び介護保険レセプトを用いて地域別の傷病構造及びそれに伴う

医療費構造の推計を行うモデル開発の検討を行った。このツールはEXCELのマクロ機能

を用いて作成しているため、特別なICT環境を必要とせず、簡便に用いることができる。

傷病別にシミュレーションを行うことができるため、地域両計画医療計画における5疾

病5事業との関係が明確になり、医療費適正化計画に関しても具体的な議論が可能にな

ると考える。 

F. 健康危険情報   なし 

G. 知的財産権の出願   なし 

H. 利益相反   なし 
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Ⅱ. 分析結果 

A. 目的 

本研究では初年度の検討結果を踏まえて厚生労働省から提供された所得情報付医科レ

セプトを用いて、所得が医療介護サービスの利用に及ぼす影響の分析し、また将来の傷病

構造と入院医療費を推計するシミュレーションツールを開発することを目的とした。 

 

B. 資料及び分析方法 

本研究では協力自治体のデータを用いた予備的分析を2022年度に行い、その結果を踏まえ

て2023年度は厚生労働省から提供されたレセプトデータをデータベース化し、以下の手順で

都道府県別、市町村別の傷病別入院医療費を推計するツールをExcelのマクロ機能を用いて

作成した。 

（１） 2020年度の都道府県別レセプト情報を用いて、都道府県別に入院医療費に影

響する要因についてモデル構築を行った。具体的には都道府県別にデータの半数を

学習用データとして用い、残りの半数のデータを検証用として、Neural net、Linea

r-AS、線形回帰、一般化線形モデルなど14のモデルを用いて推計を行った。用いた変

数は性別、年齢階級（75-79歳、80-84歳、85-89歳、90-94歳、95歳以上）、122に分

類された主傷病（参考資料参照）それぞれの有無である。なお、本分析においては、

対象を75歳以上の後期高齢者とした。 

（２） いずれの都道府県でも推計されたモデルで検証用データを分析した結果、一

般化線形モデルにおいて、相関係数が0.850前後の良好な結果が得られたので、この

モデルを傷病別入院医療費の推計も用いた。 

でであった。 

（３） 上記モデルに社会保障人口問題研究所が公開している、人口の将来推計を掛

け合わせて、将来の傷病別入院医療費の推計モデルをExcelのマクロ機能を用いて作

成した。なお、推計モデルにおいては、傷病ごとの平均在院日数、罹患する患者数に

ついてシミュレーションを行える仕様とした。 

（４） また、本研究では高齢者について、一都道府県の2020年のデータを用いて所

得階層別に医療費と全収入をもとめ、その関係について検証した。 

 

C. 結果 

（１） 将来の入院医療費推計シミュレーションツールの開発 

図表 1-1（北海道）から図表 1-47（沖縄県）に都道府県別のシミュレーション例を示した。

地域によって上位の疾患は若干異なるが、ほとんどの地域で骨折が上位となっている。また、

脳梗塞、その他の心疾患（≒心不全）、アルツハイマー氏病も上位となっている。 

なお、市町村別の分析例として図表 1-1-1 に函館市、図表 1-1-2 に名寄市の例を示した。 
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図表 1-1 北海道における 2040 年の 75 歳以上高齢者の傷病別入院医療費の推計と対策のシミュレーション結果（医療費は 2020 年度換算） 
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図表 1-1-1 北海道函館市における 2040 年の 75 歳以上高齢者の傷病別入院医療費の推計と対策のシミュレーション結果（医療費は 2020 年度換算） 
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図表 1-1-2 北海道名寄市における 2040 年の 75 歳以上高齢者の傷病別入院医療費の推計と対策のシミュレーション結果（医療費は 2020 年度換算） 
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図表 1-2 青森県における 2040 年の 75 歳以上高齢者の傷病別入院医療費の推計と対策のシミュレーション結果（医療費は 2020 年度換算） 
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図表 1-3 岩手県における 2040 年の 75 歳以上高齢者の傷病別入院医療費の推計と対策のシミュレーション結果（医療費は 2020 年度換算） 
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図表 1-4 宮城県における 2040 年の 75 歳以上高齢者の傷病別入院医療費の推計と対策のシミュレーション結果（医療費は 2020 年度換算） 
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図表 1-5 秋田県における 2040 年の 75 歳以上高齢者の傷病別入院医療費の推計と対策のシミュレーション結果（医療費は 2020 年度換算） 
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図表 1-6 山形県における 2040 年の 75 歳以上高齢者の傷病別入院医療費の推計と対策のシミュレーション結果（医療費は 2020 年度換算） 
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図表 1-7 福島県における 2040 年の 75 歳以上高齢者の傷病別入院医療費の推計と対策のシミュレーション結果（医療費は 2020 年度換算） 
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図表 1-8 茨城県における 2040 年の 75 歳以上高齢者の傷病別入院医療費の推計と対策のシミュレーション結果（医療費は 2020 年度換算） 
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図表 1-9 栃木県における 2040 年の 75 歳以上高齢者の傷病別入院医療費の推計と対策のシミュレーション結果（医療費は 2020 年度換算） 
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図表 1-10 群馬県における 2040 年の 75 歳以上高齢者の傷病別入院医療費の推計と対策のシミュレーション結果（医療費は 2020 年度換算） 
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図表 1-11 埼玉県における 2040 年の 75 歳以上高齢者の傷病別入院医療費の推計と対策のシミュレーション結果（医療費は 2020 年度換算） 
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図表 1-12 千葉県における 2040 年の 75 歳以上高齢者の傷病別入院医療費の推計と対策のシミュレーション結果（医療費は 2020 年度換算） 
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図表 1-13 東京都における 2040 年の 75 歳以上高齢者の傷病別入院医療費の推計と対策のシミュレーション結果（医療費は 2020 年度換算） 
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図表 1-14 神奈川県における 2040 年の 75 歳以上高齢者の傷病別入院医療費の推計と対策のシミュレーション結果（医療費は 2020 年度換算） 
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図表 1-15 新潟県における 2040 年の 75 歳以上高齢者の傷病別入院医療費の推計と対策のシミュレーション結果（医療費は 2020 年度換算） 
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図表 1-16 富山県における 2040 年の 75 歳以上高齢者の傷病別入院医療費の推計と対策のシミュレーション結果（医療費は 2020 年度換算） 
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図表 1-17 石川県における 2040 年の 75 歳以上高齢者の傷病別入院医療費の推計と対策のシミュレーション結果（医療費は 2020 年度換算） 
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図表 1-18 福井県における 2040 年の 75 歳以上高齢者の傷病別入院医療費の推計と対策のシミュレーション結果（医療費は 2020 年度換算） 
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図表 1-19 山梨県における 2040 年の 75 歳以上高齢者の傷病別入院医療費の推計と対策のシミュレーション結果（医療費は 2020 年度換算） 
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図表 1-20 長野県における 2040 年の 75 歳以上高齢者の傷病別入院医療費の推計と対策のシミュレーション結果（医療費は 2020 年度換算） 
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図表 1-21 岐阜県における 2040 年の 75 歳以上高齢者の傷病別入院医療費の推計と対策のシミュレーション結果（医療費は 2020 年度換算） 
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図表 1-22 静岡県における 2040 年の 75 歳以上高齢者の傷病別入院医療費の推計と対策のシミュレーション結果（医療費は 2020 年度換算） 
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図表 1-23 愛知県における 2040 年の 75 歳以上高齢者の傷病別入院医療費の推計と対策のシミュレーション結果（医療費は 2020 年度換算） 
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図表 1-24 三重県における 2040 年の 75 歳以上高齢者の傷病別入院医療費の推計と対策のシミュレーション結果（医療費は 2020 年度換算） 
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図表 1-25 滋賀県における 2040 年の 75 歳以上高齢者の傷病別入院医療費の推計と対策のシミュレーション結果（医療費は 2020 年度換算） 

 

 

 

  



31 
 

図表 1-26 京都府における 2040 年の 75 歳以上高齢者の傷病別入院医療費の推計と対策のシミュレーション結果（医療費は 2020 年度換算） 
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図表 1-27 大阪府における 2040 年の 75 歳以上高齢者の傷病別入院医療費の推計と対策のシミュレーション結果（医療費は 2020 年度換算） 
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図表 1-29 奈良県における 2040 年の 75 歳以上高齢者の傷病別入院医療費の推計と対策のシミュレーション結果（医療費は 2020 年度換算） 
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図表 1-30 和歌山県における 2040 年の 75 歳以上高齢者の傷病別入院医療費の推計と対策のシミュレーション結果（医療費は 2020 年度換算） 
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図表 1-31 鳥取県における 2040 年の 75 歳以上高齢者の傷病別入院医療費の推計と対策のシミュレーション結果（医療費は 2020 年度換算） 
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図表 1-32 島根県における 2040 年の 75 歳以上高齢者の傷病別入院医療費の推計と対策のシミュレーション結果（医療費は 2020 年度換算） 
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図表 1-33 岡山県における 2040 年の 75 歳以上高齢者の傷病別入院医療費の推計と対策のシミュレーション結果（医療費は 2020 年度換算） 
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図表 1-34 広島県における 2040 年の 75 歳以上高齢者の傷病別入院医療費の推計と対策のシミュレーション結果（医療費は 2020 年度換算） 
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図表 1-35 山口県における 2040 年の 75 歳以上高齢者の傷病別入院医療費の推計と対策のシミュレーション結果（医療費は 2020 年度換算） 
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図表 1-36 徳島県における 2040 年の 75 歳以上高齢者の傷病別入院医療費の推計と対策のシミュレーション結果（医療費は 2020 年度換算） 
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図表 1-37 香川県における 2040 年の 75 歳以上高齢者の傷病別入院医療費の推計と対策のシミュレーション結果（医療費は 2020 年度換算） 
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図表 1-38 愛媛県における 2040 年の 75 歳以上高齢者の傷病別入院医療費の推計と対策のシミュレーション結果（医療費は 2020 年度換算） 
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図表 1-39 高知県における 2040 年の 75 歳以上高齢者の傷病別入院医療費の推計と対策のシミュレーション結果（医療費は 2020 年度換算） 
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図表 1-40 福岡県における 2040 年の 75 歳以上高齢者の傷病別入院医療費の推計と対策のシミュレーション結果（医療費は 2020 年度換算） 
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図表 1-41 佐賀県における 2040 年の 75 歳以上高齢者の傷病別入院医療費の推計と対策のシミュレーション結果（医療費は 2020 年度換算） 
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図表 1-42 長崎県における 2040 年の 75 歳以上高齢者の傷病別入院医療費の推計と対策のシミュレーション結果（医療費は 2020 年度換算） 
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図表 1-43 熊本県における 2040 年の 75 歳以上高齢者の傷病別入院医療費の推計と対策のシミュレーション結果（医療費は 2020 年度換算） 
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図表 1-44 大分県における 2040 年の 75 歳以上高齢者の傷病別入院医療費の推計と対策のシミュレーション結果（医療費は 2020 年度換算） 
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図表 1-45 宮崎県における 2040 年の 75 歳以上高齢者の傷病別入院医療費の推計と対策のシミュレーション結果（医療費は 2020 年度換算） 
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図表 1-46 鹿児島県における 2040 年の 75 歳以上高齢者の傷病別入院医療費の推計と対策のシミュレーション結果（医療費は 2020 年度換算） 

 

 

 

  



52 
 

図表 1-47 沖縄県における 2040 年の 75 歳以上高齢者の傷病別入院医療費の推計と対策のシミュレーション結果（医療費は 2020 年度換算） 
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（２）所得が医療費に与える影響の分析 

図表1-48はある県のデータを用いて、所得区分（１０階級）別医療費と自己負担割合の分

析を行った結果を示したものである。所得がもっとも高い群でのみ全医療費に対する自己

負担額が１０％となっている。 

図表1-49は全収入と医療費との関係を見たものである。所得区分で上位２区分のみ医療

費が全収入の範囲に収まっている。貯金等を用いて医療を受けている実態が推察される。 

 

以上の結果は、高齢者の収入が低いこと及び高額療養費制度の効果であると考えられる

が、わが国の医療費の大部分を占める高齢者医療費について、このままの状況で今後も維持

可能であるかは検討が必要だろう。ヨーロッパ諸国のように金融資産や不動産の状況を考

慮する仕組み（リバースもゲージなど）について検討が必要であると考える。 

 

図表1-48 所得区分（１０階級）別にみた医療費と自己負担割合の分析 

（１都道府県 ２０２０年データ） 
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図表1-49 所得区分（１０階級）別にみた全収入と医療費との関係 

（１都道府県 ２０２０年データ） 

 

 

D. 考察 

本研究では、厚生労働省から提供された2020年度の所得情報付きレセプトデータを用いて、

都道府県及び市町村の担当者が、高齢者の入院医療費を推計するシミュレーションツールを

作成した。このツールはEXCELのマクロ機能を用いて作成しているため、特別なICT環境を必

要とせず、簡便に用いることができる。都道府県医療費適正化計画に関しては、機能分化や

連携、あるいは在宅医療を進めることで、在院日数の短縮を行うことが、実際的である。傷

病別にシミュレーションを行うことで、医療計画における5疾病5事業との関係が明確になり、

具体的な議論が可能になると考える。 

また、47都道府県の多くで、最も医療費へのインパクトが大きい傷病は骨折であった。現

在の特定健診・特定保健指導では、多くの地域でその受診者が60歳以上であること、そして、

性別では女性の割合が高いことが明らかとなっている。メタボリックシンドローム予防の対

象集団としては、必ずしも適切ではないが、ロコモティブシンドローム及びそれに起因する

骨折等の予防に関しては、最重要のターゲット集団が受診していると言える。したがって、

本シミュレーションツールを用いて、各地域の関係団体を協議し、特定健診にロコモ健診を

リンクさせ、フレイル予防や骨折予防につなげていくことが、住民のQOLの維持向上と、医療

介護給付費の抑制につながると考えられる。  
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その他の傷病としては、その他の心疾患（≒心不全）、脳梗塞、アルツハイマー氏病、統合失調症などが75歳以上の入院医療費に与えてい

る影響が大きかった。図表1-50はR2年度DPCのデータを用いて、ある県における75歳以上のDPC入院症例の概要を頻度順に示したものである。

網掛けは介護施設・福祉施設からの入院症例が10％以上のものである。心不全、肺炎等、誤嚥性肺炎、股関節・大腿近位の骨折、腎臓又は尿

路の感染症がこれに相当する。 

 

図表1-50 ある県におけるDPC入院症例の概要（75歳以上、R2年度研究班データ） 

 

  

名称 症例数 % 累積% 平均年齢 女性割合
平均在院

日数

救急車に

よる搬送

割合

死亡退院

割合

入院時低

栄養有割

合

退院時低

栄養有割

合

介護施設

福祉施設

からの入

院割合

認知症有

割合

手術有割

合

全体 72,464 77.5 42.5 19.4 24.4 8.3 16.3 15.2 5.0 17.3 42.7

肺の悪性腫瘍 3,709 5.1 5.1 74.4 25.8 15.4 5.7 11.3 11.1 13.6 0.7 5.5 13.5

心不全 2,422 3.3 8.5 82.9 47.6 27.8 45.3 18.1 19.7 18.6 10.0 29.6 7.8

白内障、水晶体の疾患 2,337 3.2 11.7 76.9 54.3 3.1 0.1 0.0 0.2 0.2 0.7 5.2 99.7

狭心症、慢性虚血性心疾患 2,205 3.0 14.7 75.5 26.0 6.1 8.3 1.0 3.0 3.1 0.7 3.7 42.9

脳梗塞 2,154 3.0 17.7 79.9 45.7 40.4 59.1 8.7 12.1 15.2 6.7 26.9 14.8

前立腺の悪性腫瘍 1,899 2.6 20.3 74.7 0.0 6.4 2.5 2.8 4.0 3.8 0.6 2.8 18.0

結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 1,795 2.5 22.8 75.5 42.8 16.3 7.7 8.4 20.5 18.1 1.6 8.6 58.6

胆管（肝内外）結石、胆管炎 1,666 2.3 25.1 79.7 41.2 14.1 20.9 2.1 21.7 20.6 6.7 21.0 77.9

胃の悪性腫瘍 1,598 2.2 27.3 76.2 28.3 15.6 7.6 12.5 23.5 21.7 1.7 8.1 59.4

肺炎等 1,590 2.2 29.5 81.9 33.5 30.4 45.5 20.9 29.8 31.0 14.9 40.7 2.7

膀胱腫瘍 1,540 2.1 31.6 76.7 19.5 10.2 1.9 3.2 6.1 6.5 0.6 4.0 73.6

誤嚥性肺炎 1,522 2.1 33.7 84.8 37.1 34.8 58.6 25.0 43.5 43.7 32.7 64.5 7.6

股関節・大腿近位の骨折 1,466 2.0 35.7 83.7 76.8 44.5 62.3 2.2 20.2 15.9 15.8 44.4 89.1

頻脈性不整脈 1,305 1.8 37.5 74.6 34.8 7.3 11.0 2.0 5.6 4.8 0.8 4.9 75.7

腎臓又は尿路の感染症 1,183 1.6 39.2 82.4 60.0 23.7 47.4 5.4 30.8 28.1 21.0 46.3 5.1
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現在わが国では高齢化の進展に伴い心不全による入院が増加している。後期高齢者の心不全は死に至る過程

で多く出現するものであり、必ずしもそのすべてを予防することはできないが、その予兆を日常的な医学的管

理で把握することで、急性増悪による入院を一定程度予防できる。また、早期に発見・治療することで入院期

間を短縮することが可能である。さらに、心不全患者の場合、急性増悪に対する不安から入院を希望したり、

退院を躊躇する例が少なくないことから、病院と在宅との連携を強化することで在院日数の短縮が可能になる。

同様のことは肺炎、誤嚥性肺炎、腎臓又は尿路の感染症にも言える。 

アルツハイマー氏病や統合失調症などの精神疾患についても、地域での受け皿を関係者間の連携を強化する

ことで、入院患者数の減少、入院日数の短縮が可能となる。 

こうした対策は単に医療費増の抑制に資するだけでなく、対象者の療養生活の質の向上にもつながるもので

ある。 

本研究で作成したシミュレーションツールが示す数値は絶対的なものではないが、その優先順位の判定量的

な評価については、一定の妥当性があると考える。我が国ではこれまで地域医療計画や都道府県医療費適正化

計画などが数次にわたって計画されてきているが、医療費尾適正化と住民の安心保障を両立するための具体的

な施策について、ある程度の根拠をもって推進していくことが必ずしも容易ではなかった。その意味で、本シ

ミュレーションツールを各自治体の関係者に活用していただければと思う。 

高齢者の医療費ついて、収入および自己負担額との関係について検証を行った結果では、総収入の区分が10

区分で最上位の群しか10％以上の自己負担をしておらず、また上位2区分のみ医療費総額が収入の範囲内に収

まっていた。このような構造のままで、少子化が進むわが国において、現役世代から高齢者世代への所得移転

に基づくシステムが、今後も維持可能であるか、懸念を抱かせる結果であると考える。一自治体のデータのみ

の分析結果であるため、結果については慎重に考察すべきであるが、今後この視点からのさらなる分析必要で

あると考えられる。欧米諸国では貯金や不動産などの資産も含めて自己負担額を考える仕組みをとっていると

ころが多い。このうち不動産についてはリバースモーゲージの枠組みを採用しているところも少なくない。世

代間の公平性を担保しながら、社会連帯を基本とする我が国の社会保険制度を持続可能なものにするために、

医療費を含めた社会保障の負担の在り方に関する国民的議論が必要であると考える。 
 
 
E. 健康危険情報   なし 
 
 
F. 知的財産権の出願   なし 
 
 
G. 利益相反   なし 
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    （氏名・フリガナ）    劉 寧    ・  リュウ ネイ                   

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 ■   □ ■ 産業医科大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェック
し一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 
 



令和6年2月16日 
厚生労働大臣 殿 
                                         
                              機関名 産業医科大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名  上田 陽一      
 

   次の職員の令和 5 年度 厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。 

１．研究事業名  （政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業））                                       

２．研究課題名  レセプトデータ等を用いた、長寿化を踏まえた医療費の構造の変化に影響を及ぼす要因分

析等のための研究（傷病構造及びサービス提供体制が医療費構造に及ぼす影響の分析）                                 

３．研究者名  （所属部署・職名） 産業保健データサイエンスセンター・助教                 

    （氏名・フリガナ）  藤本 賢治   ・  フジモト ケンジ                   

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 ■   □ ■ 産業医科大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェック
し一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 
 



令和6年2月16日 
厚生労働大臣 殿 
                                         
                              機関名 産業医科大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名  上田 陽一      
 

   次の職員の令和 5 年度 厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。 

１．研究事業名  （政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業））                                       

２．研究課題名  レセプトデータ等を用いた、長寿化を踏まえた医療費の構造の変化に影響を及ぼす要因分

析等のための研究（傷病構造及びサービス提供体制が医療費構造に及ぼす影響の分析）                                 

３．研究者名  （所属部署・職名） 産業生態科学研究所 ・  助教                      

    （氏名・フリガナ） 松垣 竜太郎   ・  マツガキ リュウタロウ                   

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 ■   □ ■ 産業医科大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェック
し一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 
 



令和6年2月16日 
厚生労働大臣 殿 
                                         
                              機関名 産業医科大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名  上田 陽一      
 

   次の職員の令和 5 年度 厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。 

１．研究事業名  （政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業））                                       

２．研究課題名  レセプトデータ等を用いた、長寿化を踏まえた医療費の構造の変化に影響を及ぼす要因分

析等のための研究（傷病構造及びサービス提供体制が医療費構造に及ぼす影響の分析）                                 

３．研究者名  （所属部署・職名） 医学部 ・  助教                       

    （氏名・フリガナ） 得津 慶   ・  トクツ ケイ                   

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 ■   □ ■ 産業医科大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェック
し一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 
 


